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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＣＴ画像を再構成するために複数の投影画像を撮影するＣＴ撮影装置であって、
　Ｘ線発生手段から被検者に放射されたＸ線の投影画像を順次に取得する投影画像取得手
段と、
　前記被検者の体動を検知した場合にＸ線発生手段のＸ線の放射を停止するＸ線停止指示
手段と、
　前記Ｘ線発生手段のＸ線の放射が停止するまでに前記投影画像取得手段によって取得さ
れた投影画像でハーフスキャン再構成が可能である場合に、ハーフスキャン再構成をする
再構成手段と、
　前記投影画像の隣接フレーム間における画像の差分を算出する隣接差分算出手段と、を
備え
　該隣接差分算出手段によって得られる画像の差分が閾値を越えた場合に、前記Ｘ線停止
指示手段は前記Ｘ線発生手段のＸ線の放射を停止し、
　前記投影画像のフレームレートが大きくなるに従い前記閾値の値を小さくすることを特
徴とするＣＴ撮影装置。
【請求項２】
　Ｘ線停止指示手段のＸ線の放射が停止するまでに前記投影画像取得手段によって取得さ
れた投影画像の角度の範囲がハーフスキャン再構成可能な範囲の角度以上でない場合に、
再撮影を指示するための表示を行う表示手段と、
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を備えることを特徴とする請求項１に記載のＣＴ撮影装置。
【請求項３】
　前記隣接差分算出手段による差分を算出するための画像の領域を設定する設定手段を備
えることを特徴とする請求項１に記載のＣＴ撮影装置。
【請求項４】
　前記設定手段は被検者の部位の領域を設定することを特徴とする請求項３に記載のＣＴ
撮影装置。
【請求項５】
　前記被検者の部位は、横隔膜、肺領域の何れか１つであることを特徴とする請求項４に
記載のＣＴ撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、二次元Ｘ線センサを用いて撮影した複数の投影画像に基づいてＣＴ（Comput
er Tomography）再構成を行いＣＴ画像を得るＣＴ撮影装置及び撮影方法に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　放射線ＣＴ撮影において、ＣＴスキャン中に被検査体が動作すると、ＣＴ再構成の原理
上適切なＣＴ画像を得られない。そのため、一般にＣＴ撮影装置ではＣＴスキャン後にＣ
Ｔ画像をプレビュー表示し、表示されたＣＴ画像の画質から再撮影の要否を判断する機能
を備えている。
【０００３】
　再撮影の要否判断については、例えば操作者が目視で判断を行う方法、ＣＴ装置がＣＴ
画像の画質から自動的に判定する方法、更にはその両者を用いる方法などが知られている
。また、操作者がプレビュー用ＣＴ画像の画質から、先に設定した各種パラメータの適否
を判定し、否判定の場合にはパラメータの変更を行った上で再撮影を指示する方法が例え
ば特許文献１で知られている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－３６５２３９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　また、ＣＴ再構成により生成されるＣＴ画像に基づいて再撮影の要否判断を行う方法が
ある。しかしこの方法では、ＣＴ再構成に必要な投影データを全て収集し、更にＣＴ再構
成を行う必要があり、これらに要する時間だけ再撮影の要否判断が遅くなる課題があり、
ＣＴ検査のスループットを向上させる妨げとなっている。
【０００６】
　また、操作者が目視で判断する方法では、再撮影要否の判断基準が曖昧であったり、操
作者に煩雑な判断作業を強いるなどの問題があり、これもＣＴ検査のスループットを向上
させる妨げとなっている。
【０００７】
　本発明の目的は、上述の課題を解消し、ＣＴスキャン中に順次に得られる投影画像から
体動に関する情報を抽出することで、ＣＴスキャンを終了する前に再撮影の要否を判定す
るＣＴ撮影装置及び撮影方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための本発明に係るＣＴ撮影装置は、ＣＴ画像を再構成するために
複数の投影画像を撮影するＣＴ撮影装置であって、
　Ｘ線発生手段から被検者に放射されたＸ線の投影画像を順次に取得する投影画像取得手
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段と、
　被検者の体動を検知した場合にＸ線発生手段のＸ線の放射を停止するＸ線停止指示手段
と、
　前記Ｘ線発生手段のＸ線の放射が停止するまでに前記投影画像取得手段によって取得さ
れた投影画像でハーフスキャン再構成が可能である場合に、ハーフスキャン再構成をする
再構成手段と、と、
　前記投影画像の隣接フレーム間における画像の差分を算出する隣接差分算出手段と、を
備え、
　該隣接差分算出手段によって得られる画像の差分が閾値を越えた場合に、前記Ｘ線停止
指示手段は前記Ｘ線発生手段のＸ線の放射を停止し、
　前記投影画像のフレームレートが大きくなるに従い前記閾値の値を小さくすることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係るＣＴ撮影装置及び撮影方法によれば、ＣＴスキャン中に順次に得られる投
影画像から体動に関する情報を抽出し、ＣＴスキャンを終了する前に再撮影の要否を判定
することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する。
【実施例１】
【００１２】
　図１は実施例１におけるＣＴ撮影装置１を示し、ＣＴスキャン中に順次に得られる投影
画像を利用して、ＣＴスキャンを終了する前に再撮影の要否を判定する機能を有している
。回転装置２上の被検者Ｓを挟んで、Ｘ線発生器３と二次元Ｘ線センサ４が配置されてお
り、回転装置２、Ｘ線発生器３、二次元Ｘ線センサ４はデータ収集回路５に電気的に接続
されている。
【００１３】
　データ収集回路５には前処理回路６が接続されており、更にデータ収集回路５、前処理
回路６はＣＰＵバス７に接続されている。更に、このＣＰＵバス７には、ＣＰＵ８、各種
のデータ、ワークメモリを含むメインメモリ９、装置全体の操作を行うための操作パネル
１０、ディスプレイモニタ１１、及び画像処理回路１２が接続されている。
【００１４】
　画像処理回路１２には、ＣＴスキャン中に前処理回路６により処理された投影画像を順
次に取得する投影画像取得回路１３、取得した投影画像の隣接フレームにおける差分情報
を生成する隣接差分算出回路１４、差分情報に基づいて再撮影の要否判定を行う再撮影判
定回路１５、複数の投影画像からＣＴ画像を再構成する再構成回路１６が設けられている
。
【００１５】
　なお、前処理回路６、ＣＰＵ８、メインメモリ９、操作パネル１０、ディスプレイモニ
タ１１、画像処理回路１２は、ＣＰＵバス７を介して互いにデータの授受が可能とされて
いる。
【００１６】
　メインメモリ９はＣＰＵ８での処理に必要な各種のデータなどが記憶されると共に、Ｃ
ＰＵ８の作業用としてのワークメモリを有している。ＣＰＵ８はメインメモリ９を用いて
、操作パネル１０からの操作に従って装置全体の動作制御等を行う。
【００１７】
　先ず、回転装置２を作動状態にし、被検者Ｓを回転させながらＸ線ビームＸを連続又は
不連続に放射するようにＸ線発生器３を制御する。次に、Ｘ線発生器３から被検者Ｓに対
してＸ線ビームＸを放射すると、Ｘ線ビームＸは被検者Ｓを減衰しながら透過して、二次
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元Ｘ線センサ４に到達し、例えば胸部像等の人体部画像の投影画像として出力される。
【００１８】
　この動作状態、即ちＣＴスキャン状態中に、二次元Ｘ線センサ４は逐次的に投影画像を
取得し、取得した投影画像を順次にデータ収集回路５に送付する。例えば、被検者Ｓが３
６０度回転する間に５１２枚の投影画像をデータ収集回路５に送付する。
【００１９】
　データ収集回路５は出力された投影画像を電気信号に変換して前処理回路６に供給し、
前処理回路６はデータ収集回路５からの投影画像信号に対して、オフセット補正処理やゲ
イン補正処理等の前処理を行う。この前処理回路６で前処理が行われた投影画像信号は投
影画像として、ＣＰＵ８の制御により、ＣＰＵバス７を介してメインメモリ９、画像処理
回路１２に転送される。
【００２０】
　従って、回転装置２により、異なる方向から撮影した図２に示すようなフレームＰ１～
Ｐｘが順次に画像処理回路１２に転送され、同時にメインメモリ９に送付され、投影画像
は記憶される。なお、本実施例１では、二次元Ｘ線センサ４とデータ収集回路５及び前処
理回路６は分離した構成となっているが、これらはセンサユニットとして同一のユニット
内に構成してもよい。
【００２１】
　図３は実施例１における画像処理回路１２の処理のフローチャート図であり、このフロ
ーチャート図に従ったプログラムコードはメインメモリ９、又は図示しないＲＯＭに格納
され、ＣＰＵ８により読み出され実行される。
【００２２】
　ＣＴスキャンを開始すると、先ず投影画像取得回路１３により、ＣＰＵバス７を介して
前処理回路６で処理された投影画像の第１フレームＰ１と第２フレームＰ２を順次に取得
する（ステップＳ１０１～Ｓ１０３）。次に、隣接差分算出回路１４の作用により、投影
画像の第１フレームＰ１と第２フレームＰ２の差分情報ｓ（１）を算出する（ステップＳ
１０４）。具体的には、例えば式（１）に示すように、投影画像に含まれる各画素の差分
値の合計などを差分情報ｓ（１）として算出する。
　　ｓ（１）＝Σ｜ｆ１（ｘ，ｙ）－ｆ２（ｘ，ｙ）｜　　　　　　　・・・（１）
【００２３】
　続いて、再撮影判定回路１５の作用により、差分情報ｓ（１）を予め定める閾値と比較
し、閾値よりも小さい場合にはＣＴスキャンを継続し、閾値を越える場合は要再撮影と判
定し（ステップＳ１０５）、画像処理回路１２の動作を終了する。
【００２４】
　ステップＳ１０５において、ＣＴスキャンを継続すると判定された場合には、更に計画
されている投影画像の取得が全て完了したか否かの判定を行う（ステップＳ１０６）。未
完了の場合には投影画像の次のフレームを取得して（ステップＳ１０７～Ｓ１０８）、上
述の差分情報の算出（ステップＳ１０４）以降の処理を繰り返し実行する。なお、この繰
り返し処理を１回実行するために要する処理時間は、ＣＴスキャン中にデータ収集回路５
が投影画像を取得してから、次の投影画像を取得するまでの時間、即ち撮影フレームレー
トの逆数よりも小さいことが望ましい。
【００２５】
　上記のステップＳ１０６において、計画されている投影画像の取得が全て完了している
場合には、再構成回路１６によりフレームＰ１～ＰｘからＣＴ画像を再構成し（ステップ
Ｓ１０９）、画像処理回路１２の動作を終了する。なお、投影画像群からＣＴ再構成によ
りＣＴ画像群を取得する方法は、良く知られているため説明を省略する。
【００２６】
　また、本実施例１では回転装置２上の被検者Ｓが回転する構成としたが、逆にＸ線発生
器３と二次元Ｘ線センサ４を被検者Ｓに対し回転する構成にしても、同様の効果を得るこ
とができることは云うまでもない。
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【００２７】
　このように実施例１によれば、ＣＴスキャン中に順次に得られる投影画像を利用して再
撮影の要否判定を行うため、従来では再撮影の要否判定前に必要であったＣＴ再構成にか
かる時間が不要となり、ＣＴ検査のスループットを向上させることができる。また、明確
な基準により再撮影の要否を判定可能とする効果があり、更に自動的に再撮影の要否判定
が可能となり、操作者の作業量を削減できる。
【実施例２】
【００２８】
　図４は実施例２によるＣＴ撮影装置１’のブロック回路構成図を示している。実施例１
のＣＴ撮影装置１に対して、フレームレート設定回路２１と画像処理回路１２’に投影画
像内から差分情報を算出する領域を抽出するＲＯＩ（関心領域）抽出回路２２が追加され
ている。
【００２９】
　実施例１と同様に、Ｘ線ビームＸの放射から投影画像転送までの動作において、回転装
置２を作動させながら繰り返し連続して行い、異なる方向から撮影した投影画像を順次に
画像処理回路１２’に転送する。ただし本実施例２においては、予めフレームレート設定
回路２１により設定されたフレームレートｆｒに従って、投影画像が順次に取得される。
【００３０】
　図５は実施例２における画像処理回路１２’の処理のフローチャート図である。実施例
１と同様に、ＣＴスキャンを開始すると、投影画像取得回路１３により、ＣＰＵバス７を
介して前処理回路６で処理された投影画像の第１フレームＰ１と第２フレームＰ２を順次
に取得する（ステップＳ２０１～Ｓ２０３）。
【００３１】
　次に、取得した投影画像の第１フレーム及び／又は第２フレームを用いて、ＲＯＩ抽出
回路２２により、後段の処理で差分情報を算出する際に使用するＲＯＩの抽出を行う（ス
テップＳ２０４）。本実施例２では、撮影対象を被検者Ｓの人体胸部像と限定し、ＲＯＩ
としては被検者Ｓの体動を顕著に表す構造物である横隔膜の周辺領域としている。
【００３２】
　被検査体から特定の構造物を抽出する方法については、解剖学的な解析方法が広く知ら
れている。例えば、特許文献２には閾値処理した２値画像をラベリングし、ラベリングさ
れた領域のうちの一定面積以下の領域と、入力画像の上下左右端に接する所定の領域とを
除いた領域を肺領域として抽出する方法が記載されている。また、例えば非特許文献１に
は、各画素が有する濃度情報、解剖学的なアドレス情報、及び画素周辺のエントロピ情報
を特徴量としてニューラルネットワークで学習し、構造物のセグメンテーションを行う方
法が記載されている。
【００３３】
【特許文献２】特開平１１－１５１２３２号公報
【非特許文献１】SPIE Medical Imaging 97 ”Automatic Segmentation of Anatomic Reg
ions in Chest Radiographs using an Adaptive-Sized Hybrid Neural Network”
【００３４】
　本実施例２では、初めにこれらの方法を用いて肺領域の抽出を行い、二次元Ｘ線センサ
４の設置条件を考慮して横隔膜の抽出を行う。より具体的には、被検者Ｓの上下方向と投
影画像の上下方向とが同一になるように二次元Ｘ線センサ４を設置すると、人体胸部像を
対象とする場合に、横隔膜は取得された投影画像の下部に存在する。この制約条件と上記
で得られた肺領域から横隔膜を抽出することが可能である。
【００３５】
　続いて、再撮影判定回路１５により、フレームレート設定回路２１が設定した投影画像
の取得フレームレートｆｒに基づいて再撮影判定に用いる閾値ｔｈを算出する（ステップ
Ｓ２０５）。例えば、取得フレームレートｆｒの増加に伴い、閾値ｔｈが単調減少する閾
値関数ｔｈ（ｆｒ）を設定する。取得フレームレートｆｒが大きいときには隣接フレーム
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間の差異が小さくなるので、再撮影判定に用いる閾値ｔｈも小さく算出され、取得フレー
ムレートｆｒが小さいときには、閾値ｔｈが大きく算出される仕組みが実現できる。
【００３６】
　次に、隣接差分算出回路１４により、ステップＳ２０４において抽出されたＲＯＩにお
いて投影画像の第１フレームＰ１と第２フレームＰ２の差分情報ｓ（ｉ）を算出する（ス
テップＳ２０６）。具体的な算出方法及びこれ以降のステップＳ２０７～Ｓ２１１につい
ては、実施例１と同様である。
【００３７】
　このように実施例２によれば、投影画像の取得フレームレートｆｒに基づいて、再撮影
の要否判定に用いる閾値を適切に設定するため、再撮影の判定精度を向上する効果がある
。また、被検者Ｓの体動を顕著に表す部位の周辺のみで、差分情報を算出するため、これ
も再撮影の判定精度を向上する効果がある。
【実施例３】
【００３８】
　図６は実施例３によるＣＴ撮影装置１”のブロック回路構成図を示し、実施例１のＣＴ
撮影装置１に対して、画像処理回路１２”には、要再撮影と判定された場合に即座にＸ線
停止指示信号を発信するＸ線停止指示回路３１が追加されている。
【００３９】
　実施例１と同様に、Ｘ線ビームＸの放射から投影画像転送までの動作について、回転装
置２を作動させながら繰り返し連続して行い、異なる方向から撮影した投影画像を順次に
画像処理回路１２”に転送する。
【００４０】
　図７は実施例３における画像処理回路１２”の処理のフローチャート図である。実施例
１と同様に、ＣＴスキャンを開始すると、投影画像を順次に取得し、隣接フレーム間にお
いて差分情報を算出し、再撮影の要否判定をＣＴスキャン状態が継続する限り繰り返し行
う（ステップＳ３０１～Ｓ３０８）。
【００４１】
　実施例１と本実施例３との差異は、ステップＳ３０５において要再撮影と判定された場
合の動作が異なることである。即ち、ステップＳ３０５において要再撮影と判定された場
合に、即座にＸ線停止指示回路３１からＣＰＵバス７を介してデータ収集回路５に対して
Ｘ線停止信号を発信することにより、Ｘ線発生器３を停止する（ステップＳ３１０）。こ
のとき、Ｘ線発生器３の停止と同時に回転装置２も併せて停止するように構成しても、勿
論支障はない。
【００４２】
　次にステップＳ３１０において、Ｘ線が停止するまでに取得した投影画像群を用いてハ
ーフスキャン再構成が可能か否か判定する（ステップＳ３１１）。ＣＴ再構成の原理上、
投影画像を取得した投影角度の範囲が１８０度＋Ｘ線のファン角度以上あれば、ハーフス
キャン再構成可能であることが一般に知られているため、本実施例３でもこれを利用する
。
【００４３】
　ステップＳ３１１においてハーフスキャン再構成可能である場合は、再構成回路１６の
作用によりフレームＰ１～ＰｘからＣＴ画像を再構成し（ステップＳ３０９）、画像処理
回路１２の動作を終了する。一方、ハーフスキャン再構成が不可能な場合は、ディスプレ
イモニタ１１に要再撮影の旨の表示を行い、操作者に再撮影を指示し（ステップＳ３１２
）、画像処理回路１２”の動作を終了する。
【００４４】
　このように本実施例３によれば、被検者Ｓの体動を検知した直後にＸ線照射を停止する
ことが可能なため、スキャン終了後に再撮影の要否判定を行う従来の方法と比較して、被
検者ＳのＸ線被曝量を低減する効果がある。また、体動によりＸ線照射を停止した場合に
おいても、ハーフスキャン再構成可能である場合は、取得済の投影画像からＣＴ画像を再
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構成することが可能である。従って、再撮影を不要とすることで被検者ＳのＸ線被曝量を
低減し、ＣＴ検査のスループットを向上させる。
【００４５】
　なお、本発明は実施例１～３の装置又はシステムの機能を実現するソフトウェアのプロ
グラムコードを記憶した記憶媒体を、装置又はシステムに供給することができる。そして
、その装置又はシステムのコンピュータ（ＣＰＵ又はＭＰＵ等）が記憶媒体に格納された
プログラムコードを読み出して実行することによっても達成されることは云うまでもない
。この場合に、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が実施例１～３の機能を
実現することとなり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体及び当該プログラムコー
ドは本発明を構成することになる。
【００４６】
　プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、ＲＯＭ、フロッピー（登録商標
）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、
磁気テープ、不揮発性のメモリカード等を用いることができる。
【００４７】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、コンピュー
タ上で稼動しているＯＳ等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって実施例
１～３の機能が実現される場合も本発明に含まれることは云うまでもない。
【００４８】
　更に、記憶媒体から読み出されたプログラムコードを、コンピュータに挿入された機能
拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込むこと
ができる。この書き込み後に、プログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや
機能拡張ユニットに備わるＣＰＵなどが実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によ
って実施例１～３の機能が実現される場合も本発明に含まれる。
【００４９】
　このようなプログラム又はこのプログラムを格納した記憶媒体に本発明が適用される場
合に、当該プログラムは例えば上述の図３、図５又は図７のフローチャート図に対応した
プログラムコードから構成される。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施例１のブロック回路構成図である。
【図２】投影画像の説明図である。
【図３】処理フローチャート図である。
【図４】実施例２のブロック回路構成図である。
【図５】処理フローチャート図である。
【図６】実施例３のブロック回路構成図である。
【図７】処理フローチャート図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１、１’、１”　ＣＴ撮影装置
　２　回転装置
　３　Ｘ線発生器
　４　二次元Ｘ線センサ
　５　データ収集回路
　６　前処理回路
　７　ＣＰＵバス
　８　ＣＰＵ
　９　メインメモリ
　１０　操作パネル
　１１　ディスプレイモニタ
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　１２、１２’、１２”　画像処理回路
　１３　投影画像取得回路
　１４　隣接差分算出回路
　１５　再撮影判定回路
　１６　再構成回路
　２１　フレームレート設定回路
　２２　ＲＯＩ抽出回路
　３１　Ｘ線停止指示回路

【図１】 【図２】



(9) JP 4928106 B2 2012.5.9

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】
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